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　  Ｇ ＤＰの概要
実 質G DP 0.6

年 率2 .6

個 人消費 0.8

住 宅投資 ▲0 .2

設 備投資 ▲0 .1

公 共投資 1.8

内 需寄与 度 0.5

輸出 3.0

輸入 1.5

外 需寄与 度 0.2

名 目G DP 0.7

年 率2 .9

▼ 集 団 的 自 衛 権 行 使 に つ い て
賛 成 27％ 反 対 59％

▼ 消 費 増 税 で 景 気 不 安 を感 じる か
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ ま り感 じ な い 19 ％ ↓

あ る程 度 感 じる 59 ％

↑ 大 い に 感 じる 18 ％ 　 　  全 く感 じ な い 2％ ↑

▼消 費税を引 き上げない ことで
 社会保障 に悪 影響を感 じるか

　 　　 あま り感じ ない19％↓

あ る程度感じる49％

↑大 いに 感じる 24％　  全 く感 じない 3％↑

八
月
十
二
日
発
表
の
四
〜
六
月
期
実
質

成
長
率
は
、
前
期
比
０
・
６
％
増
、
年
率

２
・
６
％
増
と
３
四
半
期
連
続
で
増
加
し

ま
し
た
が
、
「
経
済
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
」

と
も
言
わ
れ
る
設
備
投
資
は
マ
イ
ナ
ス
０
・

１
％
と
６
四
半
期
連
続
の
減
で
す
。

政
府
は
、
減
税
を
は
じ
め
何
が
何
で
も

設
備
投
資
の
増
加
を
と
、
画
策
し
て
い
ま

す
が
、
長
引
く
デ
フ
レ
不
況
の
も
と
で
、

ど
こ
の
企
業
が
国
内
の
設
備
投
資
を
増
や

す
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

消
費
増
税
法
が
い
う
「
平
均
で
名
目
３

％
、
実
質
２
％
」
に
つ
い
て
も
、
来
年
四

月
に
消
費
増
税
す
れ
ば
、
今
年
プ
ラ
ス
に

転
じ
た
実
質
経
済
成
長
率
が
大
き
く
マ
イ

ナ
ス
に
落
ち
込
む
と
、
民
間
エ
コ
ノ
ミ
ス

ト
四
〇
人
が
予
測
し(

下
グ
ラ
フ)

、
消
費

増
税
法
が
い
う
経
済
成
長
率
を
、
ク
リ
ア

出
来
る
見
通
し
は
難
し
い
状
況
で
す
。

こ
れ
は
、
内
閣
参
与
の
経
済
学
者
で
も

同
趣
旨
の
見
解
で
、
小
刻
み
の
税
率
ア
ッ

プ
や
先
送
り
の
意
見
も
出
て
い
ま
す
。

ま
た
、
輸
出
３
％
、
輸
入
１
・
５
％
と

輸
出
依
存
で
す
が
、
輸
出
は
自
動
車
等
大

企
業
が
主
で
、
貿
易
収
支
の
赤
字
、
日
本

大
企
業
の
海
外
進
出
、
中
国
・
イ
ン
ド
等

の
低
迷
、
欧
州
で
の
停
滞
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
の

ア
メ
リ
カ
の
圧
力
等
々
を
考
慮
す
れ
ば
、

輸
出
依
存
は
リ
ス
ク
が
多
す
ぎ
ま
す
。

雇
用
者
報
酬
が
伸
び
て
い
た
１
９
９
７

年
当
時
の
橋
本
内
閣
は
、
３
％
か
ら
５
％

へ
の
消
費
増
税
等
「
９
兆
円
の
負
担
増
」

を
国
民
に
押
し
付
け
、
以
降
、
長
期
デ
フ

レ
不
況
に
陥
り
ま
し
た
。

今
度
は
雇
用
者
報
酬
が
落
ち
込
ん
だ
ま

ま
で
「
２
０
兆
円
も
の
負
担
増
」
が
押
し

付
け
ら
れ
る
の
で
す
。

政
府
は
、
各
界
六
〇
人
か
ら
意
見
を
聞

き
、
慎
重
に
判
断
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、

も
し
こ
の
秋
に
、
消
費
増
税
を
決
断
す
れ

ば
、
日
本
経
済
の
底
が
ぬ
け
、
倒
産
の
激

増
、
さ
ら
な
る
雇
用
者
報
酬
の
下
落
な
ど
、

国
民
の
暮
ら
し
が
未
曽
有
の
危
機
に
瀕
す

る
こ
と
は
必
至
で
す
。

今
、
政
府
が
や
る
べ
き
は
、
消
費
増
税

の
決
断
で
「
２
０
兆
円
も
の
負
担
増
」
を

国
民
に
押
し
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
大

企
業
優
遇
税
制
等
で
膨
ら
ん
だ
内
部
留
保

を
活
用
し
た
大
幅
な
賃
上
げ
と
、
雇
用
の

拡
大
等
、
働
く
人
の
収
入
を
大
幅
に
増
や

す
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▼
八
月
末
は
予
算
の
概
算
要

求
の
時
期
。
防
衛
省
は
「
未
亡

人
製
造
機
」
と
揶
揄
さ
れ
る
オ

ス
プ
レ
イ
配
備
の
た
め
来
年
度

予
算
で
一
億
円
を
計
上
す
る
と

か
▼
オ
ス
プ
レ
イ
と
言
え
ば
橋

下
市
長
は
、
八
尾
空
港
を
オ
ス
プ
レ
イ
に

提
供
す
る
案
ま
で
出
し
た
。
堺
市
長
選
で

は
現
職
市
長
へ
の
対
抗
馬
を
立
て
て
闘
う

と
言
う
が
、
橋
下
氏
自
身
も
賞
味
期
限
切

れ
の
感
は
否
め
ず
「
都
構
想
」
も
実
態
が

バ
レ
れ
ば
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
▼
ま
た
、

撤
回
は
し
た
も
の
の
松
江
市
教
育
委
員
会

は
ご
く
一
部
の
意
見
を
取
上
げ
、
漫
画

「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
の
閲
覧
を
制
限
し
た

▼
こ
れ
ら
の
背
景
に
「
侵
略
戦
争
」
や

「
慰
安
婦
」
の
事
実
を
認
め
な
い
、
ご
く

一
握
り
の
「
歴
史
逆
行
」
勢
力
の
影
が
見

え
隠
れ
す
る
。
こ
れ
に
不
安
を
感
じ
る
の

は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
▼
中
国
や
北
朝
鮮
を

利
用
し
て
、
内
閣
法
制
局
長
官
の
首
を
す

げ
替
え
「
集
団
的
自
衛
権
」
で
ア
メ
リ
カ

の
た
め
の
戦
争
に
加
担
し
「
海
外
派
兵
」

を
企
む
安
倍
内
閣
。
そ
れ
を
賛
美
す
る
維

新
の
会
▼
９
月
の
堺
市
長
選
で
は
、
堺
市

民
の
た
め
、
日
本
の
平
和
を
守
る
た
め
、

「
歴
史
逆
行
」
勢
力
に
打
撃
を
与
え
る
た

め
に
も
、
圧
倒
的
に
勝
利
し
た
い
。

九
月
六
〜
七
日
に
京
都
で
開
催
さ
れ
る

新
人
会
全
国
研
究
集
会
で
は
、
戸
田
伸
夫

さ
ん
ら
Ｃ
チ
ー
ム
に
よ
り
、
分
科
会
で

「
国
税
徴
収
法
の
『
自
力
執
行
権(

差
押
等)

』

を
ど
う
見
る
か
」
の
報
告
、
討
論
が
行
わ

れ
ま
す
。

八
月
八
日
に
開
か
れ
た
大
阪
新
人
会
の

プ
レ
報
告
で
は
、
児
童
手
当
が
預
金
に
振

り
込
ま
れ
た
の
を
鳥
取
県
が
差
押
え
た
事

案
で
、
鳥
取
県
が
敗
訴
し
差
押
が
違
法
と

な
っ
た
件
が
紹
介
さ
れ
、
国
税
だ
け
で
な

く
自
治
体
等
で
の
「
ま
ず
差
押
あ
り
き
」

の
横
行
も
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
な
か
、
自
力
執
行
権
＝
差
押
が

公
権
力
の
乱
用
に
つ
な
が
ら
な
い
か
の
問

題
意
識
が
出
さ
れ
、
国
税
徴
収
法
制
定
当

時
の
我
妻
栄
氏
の
「
徴
収
法
精
解
の
序
文
」

(

左
記
は
抜
粋)

も
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
生
存
権
は
じ
め
憲
法
と
自
力
執

行
権
と
の
関
係
や
、
差
押
禁
止
財
産
で

「
３
ヶ
月
間
の
食
糧
」
と
し
て
い
る
時
代

錯
誤
を
改
め
、
民
事
訴
訟
法
並
み
に
２
ヶ

月
間
六
十
六
万
円
を
参
考
に
す
る
こ
と
や
、

給
与
の
差
押
禁
止
額
の
現
行
「
十
万
円
＋

１
人
四
万
五
千
円
＋
α
」
の
大
幅
引
上
げ

な
ど
も
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

大
阪
新
人
会
が
担
当
す
る
こ
の
分
科
会

へ
の
参
加
を
は
じ
め
、
「
京
都
全
研
」
へ

の
み
な
さ
ん
の
参
加
と
討
論
を
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
は
「
年
内
妥
結

を
め
ざ
す
」
と
し
ま
し
た
が
、

米
通
商

代
表
フ
ロ
マ
ン

氏
は

「(

譲
許
率)

８
５
％
は
最
初
の

ス
テ
ッ
プ
と
し
て
い
い
が
、
我
々

は
も
っ
と
野
心
的
な
合
意
を
め

ざ
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
現
に
、

米
韓
で
結
ば
れ
た
自
由
貿
易
協

定(

Ｆ
Ｔ
Ａ)

の
自
由
化
率
は
９

６
％
で
し
た
。
な
ん
で
も
「
米
言
い
な
り
」

の
政
府
に
コ
メ
等
重
要
五
項
目
が
守
れ
る

の
か
、
不
安
で
す
。

(8月30日発送)

－１－
－４－

発行責任者

志形 明秀

「徴収法精解」序文
…新国税徴収法の認める租税債権の

優先的効力も、その徴収に当たって用

いる強制力も、その運用を極めて慎重

にすべきことが諒解されている……徴

税当局がこれらの制度の運用に当って

は慎重の上にも慎重を期すことが、当

然の前提として諒解されている……徴

税事務の第一線に働く人々が、万一に

も調査会の到達した結論だけを理解し

て、そこに到達するまでに戦わされた

議論と費やされた配慮のもつ意義を知

ることを怠るようなことがあっては、

調査会の三年にわたる苦労は生命を失

うことになる。よく切れる刀を持つ者

が必要以上に切らないように自制する

ことは、すこぶる困難である。不必要

に切ってみたい誘惑さえ感じるもので

ある。本書がこれを戒めるためにも役

立つことを希望してやまない。

昭和35年１月

我妻 栄

「差押」の本の出版記念をかねて

東京税財政センターは8月20日にシ

ンポジウムを開催。角谷さんは「自

殺や餓死まで起きている、警鐘を鳴

らしたかった」と語りました。また、

シンポには夫が命を絶った女性が実

態を訴えました。それらの模様は毎

日新聞8/21付で報道されました。

朝日新聞が24、25日に行った

電話世論調査では、参院選直後

に比し、消費増税賛成が増え、

反対が減っています。特に男性

では賛成47％、反対45％(前回

は賛成36％、反対52％)と賛否

が逆転しています。

また、消費増税で景気不安の

設問では、不安を感じる人は、

大いに18％、ある程度59％と77

％が不安に感じています。

消費増税しないことで社会保

障への悪影響を、大いに感じる

24％、ある程度感じる49％と73

％が不安感を持っています。

また、同盟国が攻撃された

場合、日本が攻撃されてい

なくても、一緒に戦う「集

団的自衛権」は、賛成27％

に対し反対59％と、過半数

の人が「集団的自衛権」行

使に反対しています。

この世論調査結果、あな

たはどう思いますか。



政
府
は
二
十
一
日
、
社
会
保

障
改
革
手
順
の
「
プ
ロ
グ
ラ
ム

法
案
」
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
今
秋
「
プ

ロ
グ
ラ
ム
法
案
」
を
国
会
に
提

出
し
↓
秋
以
降
、
個
別
の
改
正

内
容
を
具
体
化
↓
年
明
け
以
降
、

法
改
正
案
を
順
次
提
出
と
い
う

運
び
で
す
。

今
秋
は
、
九
月
二
日
〜
二
十

一
日
の
消
費
増
税
中
止
宣
伝
旬

間
と
と
も
に
、
社
会
保
障
改
悪
、

原
発
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
、
生
命
と
暮

ら
し
、
福
祉
を
守
る
闘
い
は
正

念
場
の
時
期
を
迎
え
そ
う
で
す
。

８
月
４
日
〜
５
日
、
神
戸
市
・
舞
子
ビ

ラ
で
開
催
さ
れ
た
第
１
９
回
全
国
研
究
所

交
流
集
会
に
は
、
全
国
か
ら
４
１
名
が
参

加
し
ま
し
た
。

冒
頭
、
主
催
し
た
神
戸
税
制
研
究
所
岡

本
毅
一
所
長
か
ら
「
税
制
だ
け
で

な
く
社
会
保
障
問
題
も
重
要
、
格

差
等
の
研
究
が
必
要
」
と
い
う
あ

い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

岡
田
俊
明
さ
ん
か
ら
の
「
国
税

通
則
法
改
正
に
よ
る
税
務
調
査
の

実
態
と
対
処
法
」
と
題
し
た
講
演
で
は
、

調
査
を
受
け
た
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
調
査

手
続
き
の
違
法
性
は
処
分
の
無
効
に
つ
な

が
る
こ
と
、
申
是
通
知
、
修
正
申
告
の
教

示
文
も
示
さ
れ
、
デ
ジ
カ
メ
に
よ
る
撮
影

も
コ
ピ
ー
と
同
様
「
留
置
き
」
に
あ
た
る

等
を
追
及
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
や
、
事

前
通
知
の
十
一
項
目
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク

し
、
調
査
を
有
利
に
展
開
で
き
た
こ
と
等
、

税
理
士
の
役
割
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
示

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
「
書
類
提
出
が
な
い
場
合
は
調
査

を
実
施
、
加
算
税
賦
課
」
等
脅
し
の
文
書

を
、
全
商
連
等
が
追
及
し
て
や
め
さ
せ
、

お
尋
ね
文
書
が
全
国
統
一
様
式
に
な
っ
た

こ
と
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
国
税
局
長
会
議
資
料
を
分
析
し
報

告
し
た
八
代
司
さ
ん
は
、
内
容
は
年
々
淡

白
に
な
り
、
情
報
公
開
法
が
求
め
る
「
説

明
責
任
」
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
等
、
局

長
会
議
資
料
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
企
画

課
か
ら
の
課
題
で
「
番
号
制
」
の
議
論
が

六
十
分
も
な
さ
れ
た
こ
と
、
改
正
通
則
法

へ
の
対
応
も
五
十
分
間
も
意
見
交
換
さ
れ

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

局
長
会
議
資
料
以
外
で
も
、
川
北
元
長

官
の
講
演
で
「
実
調
率
が
さ
ら
に
低
下
す

る
が
、
量
が
足
り
な
い
と
嘆
く
の
で
は
な

く
質
を
高
め
る
こ
と
に
励
ま
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
し
、
そ
の
質
の
中
身
は
、
情
報
の

収
集
と
分
析
能
力
の
向
上
、
申
告
前
の
対

話
等
納
税
者
と
の
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
強

化
、
モ
バ
イ
ル
を
持
っ
て
調
査
等
Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
強
化
が
あ
り
、
キ
ー
は
共
通
番
号
制
で
、

今
後
管
轄
概
念
の
変
化
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

現
場
か
ら
の
報
告
で
は
、
職
員
が
怒
鳴

る
異
常
な
徴
収
部
門
の
現
状
と
、
宝
塚
市

役
所
「
火
炎
瓶
」
事
件
で
の
対
応
策
が
協

議
さ
れ
た
こ
と
、
精
神
的
な
疾
病
の
問
題

等
、
実
態
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
局
で
不
動
産
所
得
で
の
照
会
文
書

送
付
を
は
じ
め
、
波
及
・
牽
制
効
果
を
狙
っ

た
施
策
に
関
連
し
、
大
阪
局
で
は
今
の
と

こ
ろ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
行
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

調
査
担
当
者
は
調
査
開
始
か
ら
終
了
ま

で
神
経
を
つ
か
い
、
争
点
整
理
表
の
作
成
、

審
理
担
当
者
の
苦
悩
、
さ
ら
に
「
ハ
ラ
は

見
た
目
に
は
太
く
て
も
、
神
経
が
細
か
く
、

な
か
な
か
印
を
押
さ
な
い
署
長
」
等
、
職

場
の
現
状
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

当
面
、
①
消
費
税
調
査
に
重
点
を
置
き
、

堺
・
枚
方
署
に
特
命
特
官
を
配
置
、
部
門

横
断
担
当
を
３
７
署
に
置
き
、
無
申
告
・

千
万
未
満
・
還
付
を
重
点
的
に
調
査
②
波

及
・
牽
制
効
果
を
狙
っ
た
施
策
、
１
９
署

で
農
業
資
料
収
集
、
戸
別
補
償
へ
の
対
応

③
局
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
対
策
④
事
後
処

理
部
門
強
化
等
の
施
策
が
行
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

若
手
育
成
の
た
め
に
、
着
任
２
〜
４
年

目
の
職
員
に
、
飲
食
や
美
容
等
の
事
案
を

担
当
さ
せ
、
自
信
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す

る
や
り
方
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

法
人
で
は
、
す
で
に
何
件
か
の
調
査
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
個
人
の
場
合
は
、

七
月
か
ら
が
「
改
正
通
則
法
」
の
も
と
で

の
実
質
的
な
調
査
の
開
始
で
す
。

当
局
は
、
統
官
会
議
等
で
実
調
率
が
下
っ

た
表
を
示
し
、
接
触
率
の
向
上
を
狙
い
、

そ
れ
が
着
眼
調
査
の
増
加
や
、
「
実
地
調

査
以
外
の
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税
義
務

の
履
行
」
＝
波
及
・
牽
制
効
果
の
あ
る
施

策
、
業
種
指
導
の
よ
う
な
施
策
に
つ
な
が

る
可
能
性
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
人
員
で
は
、
民
担
が
２
名
か
ら
３

名
な
ど
各
署
で
微
増
、
審
理
担
当
も
２
２

名
か
ら
３
３
名
に
増
や
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
重
点
課
題
と
し
て
①
高
額
・
悪

質
へ
の
深
度
あ
る
調
査
②
富
裕
層
へ
の
取

組
③
無
申
告
事
案
へ
の
取
組
④
消
費
税
の

取
組
強
化
⑤
国
際
化
・
高
度
化
⑥
ク
ズ
鉄
、

再
生
資
源
、
パ
チ
ン
コ
、
風
俗
、
医
療
保

険
業
等
の
業
種
を
優
先
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
あ
と
、
夕
食
を
と
も
に
し
た
交
流

会
、
夜
遅
く
ま
で
の
懇
親
会
、
翌
朝
か
ら

の
神
戸
港
ク
ル
ー
ズ
・
観
光
と
、
全
国
の

税
制
研
究
所
の
交
流
を
深
め
あ
い
、
解
散

し
ま
し
た
。

－３－ －２－

総務省が13日に発表した4～6

月期労働力調査によれば、非正

規労働者数は、前年同期比106

万人増の1,881万人(全労働者比

36.2％)でした。

右表が示すように1997年をピー

クに平均賃金は年58万円も減り、

年収200万円以下の層は1,069万

人でした。雇用者報酬全体でも、

1997年の278兆円から、2012年

度には244兆円と34兆円(12％)

も減りました(下右表)。

最近の数値を見ても、2010年

の平均を100として、賃金のマ

イナスが続いています(下左表)。

消費税の仕入れ税額控除には

人件費が含まれず、消費税を低

く抑えるためには人件費＝雇用

者報酬を抑えることが節税につ

ながり、これが賃金低下を続け

る一因とも言われています。

これに拍車をかけたのが、小

泉内閣時から続けられている労

働法制の規制緩和＝改悪です。

雇用者報酬が少し上がり始め

た消費税導入後８年目の1997年、

橋本内閣当時、消費税が３％か

ら５％に引上げられ、それ以降

は、雇用者報酬が16年間も下り

続けているのです。

消費税導入後の20数年間は、

資本家が労働者を搾取すると同

時に、消費税が労働者を搾取す

る事態と言っても過言ではない

状況を呈しています。

全国税近畿地連大会が以下のとおり開催されます

ので、オブザーバー参加をよろしくお願いします。

日時 ９月７日(土)～８日(日) 午前10時開会

場所 エル・おおさか 一日目 研修室２

二日目 ５０２号室

神戸港クルーズ・観光に参加されたみなさんです。


